
日本歯科技工士会　東海北信越ブロック協議会　　生涯研修　自由研修課程 

令和６年度 診療報酬改定講習会

【日時】　2024年5月25日（土）　１４：００～１６：００　　

【定員】　　会場参加　３０名　zoom参加　５００名

【受講費】　日本歯科技工士会会員　無料　　 
　　　　　　非会員　　１０,０００円　 
　　　　　　振込先　北國銀行　中央市場支店　普通預金　83638　 
　　　　　　　シヤ．イシカワケンシカギコウシカイ　　　　　　

【会場】　金沢市異業種研修会館　　石川県金沢市打木町東1400 

主催：（一社）石川県歯科技工士会

【申込方法】 QRコードからの申し込み 
　　　　　　　右記コードを読み取りお願いします 
　　　　　　　メールでの申し込みは　gikousikai@yahoo.ne.jp　まで 
　　　　　　　参加場所、氏名、日技会員番号、所属県技、勤務先、メールアドレス、 
　　　　　　　連絡先をお願いします　 
　　　　　　申込締切　2024年5月20日(月)　まで　　

【講師】　松井　哲也　公益社団法人　日本歯科技工士会　専務理事 

　　　　　笠井　孝紀　一般社団法人　石川県歯科技工士会　会長　　　　　

　　　　　ZOOMによるライブ配信も実施します　遠方の方はZOOMでも参加できます 

令和６年６月１日実施の診療報酬改定を踏まえ、今回の改定内容及び製作技工に要する
費用に関連する歯科診療報酬の内容、仕組み等を説明、周知することを目的として本講
習会を実施します。 
今回の改定は日本がデフレからインフレに向かう環境において厚生労働医政局歯科保険 
課から令和 5 年 12 月 25 日に発出された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関
する 指針」の周知に関する文書も踏まえた措置も含まれています。 良質な歯科医療に
資する安全で質の高い歯科補綴物等を安定的に供給するためには，製作 を委託する側の
歯科医療機関と，受託する側の歯科技工所の双方が，歯科補綴物等に関す る保険点数の
しくみ等について共通認識の下，適正な歯科技工料金での委託・受託が行わ れなければ
なりません。  
本講習会では，皆さんの健全な歯科技工所運営に資するため，製作技工に要する費用に 
関連する具体的な歯科診療報酬改定内容と社会保険診療報酬の仕組みについて説明した
いと思います。  


